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所沢市水道部 

平成 20 年度水質検査計画 

 

所沢市水道部では、水道水が安全で良質であることを保証するために、水質検査計画を策定して

検査結果を公表します。 

平成 20 年度の水質検査計画は次のとおりです。 

平成 20 年度水質検査計画の概要 

１． 基本方針 

２． 水道事業の内容 

３． 水道水の原水及び水道水の概要 

４． 検査地点 

５． 水質検査項目と検査頻度 

６． 水質検査方法 

７． 臨時の水質検査 

８． 水質検査の公表 

９． 水質検査の精度と信頼性保証 

１０． 関係者との連携 
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１．基本方針 

(1) 検査地点は、水質基準が適用される蛇口と浄水場の出口及び水源とします。 
(2) 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目のほか、検査計画に位置付けることが望
ましいとされる水質管理目標設定項目、及び所沢市の水道水がより安全であると確認するためのその他

の項目とします。 
(3) 検査頻度を下記のように定めます。 

¶ 蛇口 
水道法に基づき、色や濁り、残留塩素の検査(水道法施行規則第 15 条第 1 項の第一号)を 1 日 1

回(自動計測器で常時測定）行います。また、水道法に基づいた、大腸菌、一般細菌、有機物、pH

値、味、臭気、色度、濁度など (水道法施行規則第 15 条第 1項の第二号)は月 1回行います。 
過去の検査結果によっては検査頻度を緩和することが可能ですが、水道水が安全であることを確

認するため、その他の水質基準項目についても検査頻度を減らさずに年４回行います。 

水質管理目標設定項目やその他の検査は年１回行います。 
¶ 浄水場 

浄水場では、大腸菌、一般細菌、有機物、pH 値、味、臭気、色度、濁度などを月 1 回行います。

その他、夏季の 3ヵ月に消毒副生成物の検査を行います。さらに、浄水場で使用する消毒用薬品の

検査を年 2回行います。 
¶ 水源 

所沢市独自の水源である市内の水道用取水井（深井戸）で、大腸菌、一般細菌、有機物、pH 値、

味、臭気、色度、濁度などを月 1回行います。また、水質基準項目に準じた全ての項目を取水井ご

とに年１回行なうほか、水質管理目標設定項目の一部やダイオキシン類の検査を行います。 

２．水道事業の概要 
所沢市の水道水は、埼玉県企業局の大久保浄水場で浄水処理された水道水（県水）に、所沢市内にある水

道用取水井からの地下水を混合しています。各浄水場では異常な臭味、色や濁り、残留塩素濃度を毎日確認

しています。 
(1) 加圧配水区域 

西部浄水場で周辺の水道用取水井 11ヶ所からの地下水を塩素消毒し、県水と混合して市の西部地区に
配水します。 

(2) 自然配水区域（南部自然配水区域） 
西部浄水場で周辺の水道用取水井 11ヶ所からの地下水を塩素消毒し、県水と混合して市の西部地区に
配水します。 
この水の一部を南部浄水場に取り込み、南部浄水場にて塩素処理および鉄やマンガンを除去した南部

浄水場周辺の水道用取水井 5ヶ所からの地下水を混合して、市の南部地区に配水します。 
(3) 高区配水区域 

第一浄水場で周辺の水道用取水井 11ヶ所からの地下水を塩素消毒し、県水と混合して市の中部地区に
配水します。 

(4) 低区配水区域 
東部浄水場で周辺の水道用取水井 8 ヶ所からの地下水を塩素消毒し、県水と混合して市の中・東部地
区に配水します。 

 
給水状況 

区分 内容 
給水区域 所沢市内 

給水人口(平成 18年度末) 339,014  (人) 
普及率(平成 18年度末) 99.99  (%) 
給水戸数(平成 18年度末) 139,577  (戸) 

一日最大配水量(平成 18年度末) 119,270 m3(9月 10日) 
一日平均配水量(平成 18年度末) 104,582  m3 
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浄水施設概要 
浄水場名 第一浄水場 西部浄水場 南部浄水場 東部浄水場 
所在地 所沢市宮本町 所沢市山口 所沢市久米 所沢市中新井 
敷地面積(m2) 7,084.76 9,308.00 10,462.02 43,679.15 
原水の種類 県水(*) 

地下水 
県水(*) 
地下水 

西部浄水場からの

浄水 
地下水 

県水(*) 
地下水 

配水池容量(m3) 10,000 19,500 4,500 40,000 
浄水処理方法 塩素消毒 塩素消毒 接触ろ過 

塩素消毒 
塩素消毒 

浄水の採水位置 配水池出口ポンプ 配水池出口ポンプ 配水池出口ポンプ 配水池出口ポンプ 
＊ 県水 ・・・ 埼玉県企業局から受水(購入)している水道水。利根川・荒川の表流水を水源とし、埼玉

県の施設である大久保浄水場で浄水処理された水道水。 

３．水道の原水及び水道水の状況 
原水の汚染要因と水質管理上注意すべき項目を示しました。 
水道水の状況 
平成 16年度から平成 19年度までの水質検査結果からは、特に水質が悪化した兆候はありません。漏水
など配水管路での事故や工事を除き、水質基準値を超えて飲用不適になったことはありません。 
例年、水質基準値の 20%を超える項目には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、消毒副生成物、硬度、蒸発
残留物、カビ臭などです。これらは今後も監視を続けます。 
原水の状況 
所沢市の原水は、地上から汚染されにくい深井戸から取水しているため、水質は良好で安定しています。

また、県水(*)は水道水として水質管理されていますが、所沢市までの到達時間によっては消毒副生成物の

増加や残留塩素の消失などの変化が考えられます。 
 加圧配水区域 自然配水区域 

(南部自然配水区域) 
高区配水区域 低区配水区域 

原水の汚染要因 ・県水(*)の消毒副生

成物増加 
・地下水の糞便性汚

染 

・県水(*)の消毒副生

成物増加 
・地下水の糞便性

汚染 

・県水(*)の消毒副生

成物増加 
・地下水の糞便性

汚染 

・県水(*)の消毒副生

成物増加 
・地下水の糞便性

汚染 
水質管理上注意

すべき項目 
消毒副生成物 
大腸菌･嫌気性芽胞

菌 

消毒副生成物 
大腸菌･嫌気性芽

胞菌 

消毒副生成物 
大腸菌･嫌気性芽

胞菌 

消毒副生成物 
大腸菌･嫌気性芽

胞菌 
＊ 県水はすでに浄水処理されているため「原水」ではありません。ただし、県水も所沢市の水道水を作るた
めの「原水」となっているため、ここでは原水として扱っています。 
地下水は水質検査で汚染がないか確認し、疑わしい段階で取水を停止、原因究明と回復を行います。ま

た、県水の消毒副生成物に増加傾向が見られた場合は、埼玉県企業局に改善を申し入れます。 

４．検査地点（5ページ参照） 
(1) 蛇口 

4つの配水区域ごとに、検査地点を設けています。水の停滞など時間による変化がおこりやすい、浄水
場から遠い 4地点を選択しました。 
また、上記 4 地点と浄水場との中間地点にあたる、小手指、新所沢、東所沢地区にも 3 ヶ所の検査地
点を設けています。 
さらに、水温の高い夏季 3ヶ月に残留塩素検査を行うための、浄水場から遠い 4地点を設けています。 

(2) 浄水場出口 
浄水処理が適正であることを確認するため、4ヶ所の浄水場出口で検査を行います。 

(3) 浄水場入口 
埼玉県の大久保浄水場から送られてきた県水に含まれる消毒副生成物量が適正か判断するため、県水

を受けている 1地点で、検査を行います。 
(4) 水源 

所沢の水道用地下水は水質が安定していますが、安全で良質であることを確認するために、通常使用

している 35ヶ所の取水井と、浄水場に地下水が集められる地点 2ヶ所で検査を行います。 
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(5) 消毒用薬品 
水道水の消毒用に使用している薬品の品質を確認するために、4ヶ所の浄水場で検査を行います。 

５．水質検査項目と検査頻度（委託検査内容を含む） 
(1) 水質基準が適用される蛇口における水質検査項目と検査頻度（6ページ参照） 

法令に基づく水質検査表(1)に従い、蛇口で水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表(3)の
1日 1回行う項目についても検査を行います。 
・ 配水区域ごとに設けた浄水場から遠い 4地点 

(ア) 法令に基づく水質検査表(1)の項目 No.1,2,10,11,13～21,23,25,27,29,30,36,38～40,46～51 の検
査は、下記(イ)の検査を実施する月以外に、毎月 1回行います。 
このうち、No.13～20,23,25,27,29,30の検査は 6月以降に実施します。 

(イ) 法令に基づく水質検査表(1)のうち、その検出濃度によっては検査頻度を 1 年もしくは 3 年に 1
回まで検査頻度を緩和できる項目があります。しかし、水質が良好であることを確認するため、

所沢市では検査頻度を減らさずに、全項目(51項目)を年４回行います。これらの検査のうち自己
検査で行う上記(ア)の項目以外は、水道法第 20条による登録検査機関へ委託します。 

(ウ) 法令に基づく水質検査表(2)の色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)の検査は自動計測器により常
時測定します。 

(2) 所沢市が独自に行う水質検査項目と検査頻度（7,8,9ページ参照） 
浄水処理工程の適切な管理のために、独自に行う水質検査表(3)に従い、浄水場の出口と水源で検査し
ます。また、水質検査表(4)の水質管理目標設定項目も実施します。 
・ 4ヶ所の浄水場出口 4地点 

法令に基づく水質検査表(1)の項目 No.1,2,10,11,13～21,23,25,27,29,30,36,38～40,46～51 の検査を、
毎月 1回行います。このうち、No.13～20,23,25,27,29,30の検査は 6月以降に実施します。 

・ 中間地点に設けた任意の 3地点 
独自に行う水質検査表(2)の項目 No.1,2,10,11,13～21,23,25,27,29,30,36,38～40,46～51 の検査を、
毎月 1回行います。このうち、No.13～20,23,25,27,29,30の検査は 6月以降に実施します。 

・ 浄水場の入口 1地点 
埼玉県の大久保浄水場から送られてきた県水で、独自に行う水質検査表(3)の項目 No.9,21～31(消毒
副生成物)の検査を、夏季の 3ヵ月間に 9回行います。このうち、No.9,22,24,26,28,31は水道法第 20
条による登録検査機関へ委託します。 

・ 水道用取水井 35地点 
(ア) 水質検査表(3)の項目 No.1,2,10,11 ,13～20,36,38～40,46～51の検査を、年 2回行います。この
うち、No.13～20,23,25,27,29,30の検査は 6月以降に実施します。 

(イ) 水質検査表(3)の項目で No.21～31 (消毒副生成物)以外 40項目の検査を年１回行います。このう
ち、自己検査で行う上記(ア)の項目以外は、水道法第 20条による登録検査機関へ委託します。 

(ウ) 所沢市の水道用取水井を代表し、第一浄水場 2号井戸で、水質検査表(4)の水質管理目標設定項目
No.1～9,13,14,20,21 の検査を年 2 回、No.15（農薬類(41 項目)）の検査を年 1 回行います。こ
の検査は県内にある水道原水を監視する目的で、埼玉県水道水質管理計画で決められています。

この分析は、埼玉県衛生研究所で行います。 
(エ) 水質検査表(3)の項目 No.2及び(＊)の検査を年４回行います。 

・ 配水区域ごとに設けた浄水場から遠い 4地点 
水質検査表(4)の水質管理目標設定項目(全 27項目のうち、所沢市では消毒剤として使用していない
二酸化塩素・亜塩素酸と、原水で検査を行う農薬類を除いた 24項目)を年１回行います。また、水質
検査表(5)の項目 No.1～4 の検査を、年 1 回行います。これらの検査は、水質検査表(4)の No.5～
8,20,21,28を除き、水道法第 20条による登録検査機関へ委託します。 

・ 地下水を浄水場に集めた地点 
水質検査表(4)の水質管理目標設定項目 No.5～8,15,20,21,28の検査を年１回行います。また、ダイ
オキシン類の検査（水質検査表(5)の項目 No.5）の検査を年１回行います。これらの検査は、水質検
査表(4)のNo.5～8,20,21,28及び No.15の内訳中の 3)を除き、水道法第 20条による登録検査機関へ
委託します。 

・ 残留塩素検査のための浄水場から遠い 4地点 
夏季 3ヶ月間は水温が上昇し、浄水場から遠い地域では塩素消毒の効果が無くなる恐れがあります。
このため、残留塩素の検査を週 1回行います。 
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(3) 水道用薬品の検査項目と検査頻度（9ページ参照） 
所沢市では浄水処理に用いる水道用薬品として次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。水道用薬品

類の評価のための試験方法ガイドラインに従い、次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合の注目すべき水

道用薬品の評価項目について検査を行います。 
・ 4ヶ所の浄水場で使用中の 4検体 

水道用薬品の評価項目表(6)の検査を、年 2回行います。水道法第 20条による登録検査機関へ委託
します。 

 

配水区域と検査地点 
 

 
 

蛇口の検査地点 
記号 検査地点を設定した理由 検査地点の名称 住所 

加圧配水区域路上局 林 1-320-1 
南部自然配水区域路上局 久米 1717-3 
髙区配水区域路上局 岩岡 676-1 

 配水区域ごとに設けた浄水

場から遠い 4地点 

低区配水区域路上局 城 924-2 
中山西公園 小手指 1-14-8 
松葉公園 緑町 2-5-1 

 配水区域の中間地点に設け

た任意の 3地点 
新郷公園 東所沢 2-40 

地蔵下第二公園 東狭山ヶ丘 2-2902-10 
雪見原西公園 下富 1043-72 
中富南公園 中富南 4-24 

 残留塩素検査のための浄水

場から遠い 4地点 

西前公園 本郷 855-68 
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法令に基づく水質検査表(1) 水質基準項目 
検査計画頻度(回/年） 

No. 項目名 基準値(mg/L) 過去3年間(３)最高値 (mg/L) 
配水区域ごとの4地点 

1 一般細菌 100個/mL 0個/mL 12 

2 大腸菌 不検出 不検出 12 

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.01 0.000 4 

4 水銀及びその化合物 0.0005 0.00000 4 

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 0.000 4 

6 鉛及びその化合物 0.01 0.004 4 

7 ﾋ素及びその化合物 0.01 0.000 4 

8 六価ｸﾛﾑ及びその化合物 0.05 0.000 4 

9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 0.000 4 

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 3.17 12 

11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 0.15 12 

12 ホウ素及びその化合物 1 0.0 4 

13 四塩化炭素 0.002 0.0000 11 

14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 0.000 11 

15 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02 0.000 11 

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 0.000 11 

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 0.000 11 

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 0.000 11 

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 0.000 11 

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 0.000 11 

21 塩素酸 0.6 0.00 12 

22 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 0.005 4 

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 0.038 11 

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 0.018 4 

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 0.016 11 

26 臭素酸 0.01 0.000 4 

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 0.072 11 

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 0.05 4 

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 0.024 11 

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 0.015 11 

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 0.011 4 

32 亜鉛及びその化合物 1 0.005 4 

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 0.00 4 

34 鉄及びその化合物 0.3 0.08 4 

35 銅及びその化合物 1 0.02 4 

36 ナトリウム及びその化合物 200 22.8 12 

37 マンガン及びその化合物 0.05 0.000 4 

38 塩化物ｲｵﾝ 200 36.0 12 

39 ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 100 12 

40 蒸発残留物 500 206 12 

41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 0.00 4 

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ (1) 0.00001 0.000003 4 

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (2) 0.00001 0.000002 4 

44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 0.000 4 

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 0.0000 4 

46 有機物（全有機体炭素(TOC)の量） 5 1.3 12 

47 pＨ値 5.8 ～ 8.6 7.5 12 

48 味 異常でない 異常なし 12 

49 臭気 異常でない 異常なし 12 

50 色度 5度 4 12 

51 濁度 2度 0.4 12 

(1)正式名 (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オール   

(2)正式名 1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オール 

(3)平成 19年 12 月末日以前の 3年間における結果です。定量下限値未満の結果は 0で示しています。 
 
水質検査表(2) 法令に基づき 1日 1回行う検査 

No. 項目名 評価 検査計画頻度 

1 色 異常なし 常時 

2 濁り 異常なし 常時 

3 消毒の残留効果（遊離残留塩素） 0.1mg/L以上 常時 
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独自に行う水質検査表(3) 水質基準項目 
検査計画頻度(回/年） 検査頻度 

No. 項目名 
基準値 

(mg/L) 
中間地点の 

3地点 
浄水場出口 

水道用取水井

35地点 
浄水場入口 

1 一般細菌 100個/mL 12 12 3 - 

2 大腸菌 不検出 12 12 7 - 

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.01 - - 1 - 

4 水銀及びその化合物 0.0005 - - 1 - 

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 - - 1 - 

6 鉛及びその化合物 0.01 - - 1 - 

7 ﾋ素及びその化合物 0.01 - - 1 - 

8 六価ｸﾛﾑ及びその化合物 0.05 - - 1 - 

9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 - - 1 9回/7～9月 

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 12 12 3 - 

11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 12 12 3 - 

12 ホウ素及びその化合物 1 - - 1 - 

13 四塩化炭素 0.002 10 10 2 - 

14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 10 10 2 - 

15 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02 10 10 2 - 

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 10 10 2 - 

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 10 10 2 - 

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 10 10 2 - 

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 10 10 2 - 

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 10 10 2 - 

21 塩素酸 0.6 12 12 - 9回/7～9月 

22 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 - - - 9回/7～9月 

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 10 10 - 9回/7～9月 

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 - - - 9回/7～9月 

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 10 10 - 9回/7～9月 

26 臭素酸 0.01 - - - 9回/7～9月 

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 10 10 - 9回/7～9月 

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 - - - 9回/7～9月 

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 10 10 - 9回/7～9月 

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 10 10 - 9回/7～9月 

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 - - - 9回/7～9月 

32 亜鉛及びその化合物 1 - - 1 - 

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 - - 1 - 

34 鉄及びその化合物 0.3 - - 1 - 

35 銅及びその化合物 1 - - 1 - 

36 ナトリウム及びその化合物 200 12 12 1 - 

37 マンガン及びその化合物 0.05 - - 1 - 

38 塩化物ｲｵﾝ 200 12 12 3 - 

39 ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 12 12 3 - 

40 蒸発残留物 500 12 12 3 - 

41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 - - 1 - 

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ (1) 0.00001 - - 1 - 

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (2) 0.00001 - - 1 - 

44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 - - 1 - 

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 - - 1 - 

46 有機物（全有機体炭素(TOC)の量） 5 12 12 3 - 

47 pＨ値 5.8 ～ 8.6 12 12 3 - 

48 味 異常でない 12 12 3 - 

49 臭気 異常でない 12 12 3 - 

50 色度 5度 12 12 3 - 

51 濁度 2度 12 12 3 - 

* 嫌気性芽胞菌 － - - 4 - 

－は検査を行いません 

(1)正式名 (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オール 

(2) 正式名 1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オール 

* は水質基準項目ではないため、項目の番号を付していません 




